
警報時の対応について 

・小学校と同じく、午前７時に警報が発令している場合、児童館は１日休館になりま

す。警報が解除された場合でも、開館はいたしません。また、乳幼児親子さんも利用

はできません。 

・開館時間中に警報が発令された場合は、その時点で、児童館は休館となります。来館

している児童は施設内で待機させますので、保護者の方のお迎えをお願いします。ま

た、乳幼児室も使えませんので、幼児親子さんにつきましても安全のため帰宅をお願

いします。 

 

※警報の発令がなくても、館や館の周りが危険であると判断される場合は、休館する

ことがあります。 

 

登録カードについて 

児童館では児童のより安全な利用のため平成２５年８月より、「登録カード」にて緊急

時の生徒の連絡先などを登していただくことになりました。 

活用事例 

１．怪我や体調不良など児童に緊急の事情が生じた際に、速やかに保護者と連絡を取

る。 

２.自然災害が発生した際などに、館内の児童を把握するため 

 

※「登録カード」に記載した個人情報は、保護者との連絡、児童の本人確認、緊急時の

医療機関等への情提供以外には使用しません。 

詳しくは多治見市役所 HP へ 

 

多治見市 児童館児童センター 

 

 

 


